
 

 

 

改正 平成２９年１１月１５日 原規技発第 1711152 号 原子力規制委員会決定 

 

耐震設計に係る工認審査ガイド（原管地発第 1306195 号）の一部を次のように改正する。 

 

平成２９年１１月１５日 

 

 

原子力規制委員会         

 

 

 

耐震設計に係る工認審査ガイドの一部改正について 

 

耐震設計に係る工認審査ガイドを別添新旧対照表のように改める。 

  

附 則 

この規程は、平成２９年１１月１５日から施行する。 
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耐震設計に係る工認審査ガイドの一部改正について 新旧対照表 

○耐震設計に係る工認審査ガイド（原管地発第 1306195 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））          （下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

3.4.1 地震応答解析手法及び地震応答解析モデル 

【審査における確認事項】 

建物・構築物－地盤連成系の地震応答解析においては、適切な地震応答解析

手法及び地震応答解析モデルを設定していることを確認する。 

 

【確認内容】 

地震応答解析手法及び地震応答解析モデルについては以下を確認する。 

(1) 地震応答解析手法 

①、② （略） 

③ 地震応答解析手法の設定に当たっては、手法の適用性、適用限界等を考

慮のうえ、適切な手法を選定すること。ここで、地震応答解析手法及び地震

応答解析モデルの妥当性の検討においては、地震観測記録や精緻・詳細な解

析に基づく検討結果等に基づいて妥当性の検討及び評価を行っていること。 

 

4.6.2 動的機能 

【審査における確認事項】 

Ｓクラスの施設を構成する主要設備又は補助設備に属する機器のうち、地

震時又は地震後に機能保持が要求される動的機器については、基準地震動 Ss

を用いた地震応答解析結果の応答値が動的機能保持に関する評価基準値を超

えていないことを確認する。 

【確認内容】 

動的機能については以下を確認する。 

(1) 水平方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項

に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参
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考に設定された機能確認済加速度、構造強度等の評価基準値を超えてい

ないこと。なお、弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機

器を支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは、当該

機器については、当該配管の地震応答の影響を考慮し、一定の余裕を見

込むこと。また、適用条件、適用範囲に留意して、既往の研究等におい

て試験等により妥当性が確認されている設定等を用いること。 

(2) 鉛直方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項

に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が水平方向の動的機能保

持に関する評価に係る JEAG4601 の規定を参考に設定された機能確認済

加速度、構造強度等の評価基準値を超えていないこと。なお、弁等の機

器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震

応答により増加すると考えられるときは、当該機器については、当該配

管の地震応答の影響を考慮し、一定の余裕を見込むこと。また、適用条

件、適用範囲に留意して、既往の研究等において試験等により妥当性が

確認されている設定等を用いること。 

(3) 上記(1)及び(2)の評価に当たっては、当該機器が JEAG4601 に規定され

ている機種、形式、適用範囲等と大きく異なる場合又は機器の地震応答

解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参考にして設定された機能確認

済加速度を超える場合（評価方法が JEAG4601 に規定されている場合を

除く。）については、既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し、当

該分析に基づき抽出した評価項目ごとに評価を行い、評価基準値を超え

ていないこと。また、当該分析結果に基づき抽出した評価部位について、

構造強度評価等の解析のみにより行うことが困難な場合には、当該評価

部位の地震応答解析結果の応答値が、加振試験（既往の研究等において

実施されたものを含む。）により動的機能保持を確認した加速度を超え

ないこと。 

考に設定されている評価基準値を超えていないこと。 

 

 

 

 

 

(2) 鉛直方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準の要求事項

に留意して、水平方向の動的機能保持に関する評価に係る JEAG4601 の

規定を参考に設定している評価基準値を超えていないこと。既往の研究

等において試験等により妥当性が確認されている設定等を用いる場合

は、適用条件、適用範囲に留意すること。 

 

 

 

 

（新設） 

 


